
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ２）取付管の位置について  

敷地内の配管により集められた汚水は、最終桝[さいしゅうます] から 取付管

[とりつけかん]を通じて、下水道本管へ放流されます。 

市の下水道工事では、下図に示す本管[水色]と取付管[赤色]の設置を行います。 

そこで取付管の設置に際し、お客様の設置及び管理となる最終桝[緑色]の希望位置

を決めていただきます。 

つきましては、確認時期となりましたら『設置希望位置申出書』をお送りします

ので、ご返送をお願いいたします。位置を予めご検討していただけると幸いです。

目安としては、浄化槽付近や隣地との境界付近などとなります。 

なお、私道や敷地内の配管を新しく取付管へ接続する工事は、お客様のご負担で

下水道指定工事店へ依頼していただくこととなりますので、ご承知おきください。 

 

 １）令和４、５年度工事予定について  【 案内図 参照 】 

既設管がある仲田町の西側から殿山沢口地区に向けて下水道幹線を整備します。 

幹線は、道路を縦断的に埋設する区間と、河川の下を横断する区間があります。 

断面図（官民境界の地中） 

◆河川横断部（市野川、滑川） 

・両岸に深さ約１０ｍの縦穴を掘ります。 

・川底から深さ３ｍ以上の位置を掘り進め

直径２５ｃｍの管で両岸をつなげます。 

◆道路部 

・直径２０～２５ｃｍの管を埋設 

・受注者：㈱淵上工務店 

 

［ 第２号 ］ 

取付管とは、道路内の下水道本管と 

民地内の汚水最終桝をつなぐ管です。 

 

 
 
 
 

 

発  行：令和５年１月［ 第２号 ］ 

お問合せ：〒355-00３３ 東松山市山崎町２1 番地 

Tel： 22-1123 

工 事 ・ 取 付 管：東松山市 下 水 道 施 設 課 

下水道使用料等： 〃   上下水道経営課 


